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町税の種類 課税対象者 町税の納付について

町県民税
１月１日に町に居住している人。
年の途中で転入した人は、その年の１月１日に
居住していた市町村で課税されます（所得証明
書などについても同様です）。

納付書払いまたは口座振替払いの人は、毎年６月、
８月、10月、12月の４期で納付してください。
特別徴収の人は、給与もしくは年金の支払い時に
特別徴収者（給与支払者、年金支払者）が徴収し納
入します。

固定資産税
１月１日に町内に固定資産（土地、家屋および
償却資産）を所有している人。
年の途中で固定資産を取得した場合は、翌年度
からの課税になります。

毎年５月、７月、９月、11月の４期で納付して
ください。

軽自動車税
４月１日に軽自動車（原付、軽四輪など）を所有
している人。
４月２日以降に軽自動車を取得した場合は、翌
年度からの課税になります。

毎年５月（全期）に納付してください。

国民健康保険税
町の国民健康保険に加入している世帯の世帯主。
年度途中に、国民健康保険に加入または脱退さ
れた場合は月割で課税されます。

納付書払いまたは口座振替払いの人は、毎年６月
から翌年２月までの９期で納付してください。
特別徴収の人は、年金支仏い時に年金支払者が徴
収し納入します。

▲

各種町税に関すること�

税金
町税 問 税務課　☎232-4911

▲

納付について�

　納税通知書（納付書）は、税目別にそれぞれ第１期の納付月に全納期分を郵送しますので、期別や納期限を確認のうえ、
納付してください。
　町税などの納付には、安心で便利な「口座振替」をご利用ください。口座振替の手続きは、スマートフォンやパソコ
ン、タブレット端末などからインターネットを利用して、町税などの口座振替の手続きが行える「Web口座振替受付
サービス」をご利用ください。
※コンビニ・スマホで納付する場合は、17ページをご覧ください。

必要なもの　窓口で申請する人の本人確認ができるもの（運転免許証など）と手数料。
　　　　　　同一世帯以外の代理人が申請する場合、委任状の提出が必要です。
　　　　　　（軽自動車税納税証明書の場合は、委任状は不要です。）
　　　　　　※法人の証明申請は、法人代表者印（登録された実印）が必要です。

証明書の種類 主な証明事項 手数料 申請窓口
所得証明書 所得金額の証明

300円 町民課　　☎232-4914
西部支所　☎237-6555

課税証明書 税額の証明
所得・課税証明書 所得金額、所得控除および税額の証明
納税証明書 納められた税額の証明
滞納がない証明 滞納がない証明
評価証明書 物件ごとの評価額の証明
公課証明書 物件ごとの課税標準額、税相当額の証明
名寄帳証明書 納税義務者の所有する資産の一覧
住宅用家屋証明書（専住証明） 登録免許税の税率軽減に該当する旨の証明 1,300円

※郵便による請求ができます。日曜日開庁で発行できるものもあります。詳しくはお問い合わせください。

税証明
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車両の種類 申告場所

原動機付自転車

特定小型
（1）税務課
　　〒869-1192（役場専用郵便番号）
　　熊本県菊池郡菊陽町大字久保田2800番地
　　☎232-4911

（2）西部支所（光の森町民センター内）
　　〒869-1108
　　熊本県菊池郡菊陽町光の森２丁目１番地１
　　☎237-6555

総排気量　50cc以下

総排気量　90cc以下

総排気量　125cc以下

三輪以上　50cc以下

小型特殊自動車
農耕用（トラクター・コンバインなど）

その他（フォークリフトなど）

軽自動車

被けん引車（ボートトレーラーなど）

熊本県軽自動車協会
〒862-0902
熊本県熊本市東区東本町16番３号
☎050-3816-1758
（軽自動車協会コールセンター）

三輪　総排気量　660cc以下

四輪　総排気量　660cc以下

乗用
自家用

営業用

貨物
自家用

営業用

二輪（125ccを超え250cc以下） 熊本運輸支局
〒862-0901
熊本県熊本市東区東町４丁目14番35号
☎050-5540-2086小型自動車 二輪（250ccを超えるもの）

軽自動車税 問 税務課 固定資産税係　☎232-4911

▲

軽自動車税の減免�

　身体障がい者などの人が所有し、本人や家族が運転する軽自動車は、障がい区分や等級で軽自動車税が減免される場
合がありますのでご相談ください。

　車検の際に納税証明書の添付は原則不要です。
　ただし、納付直後や購入してすぐなどに確認のため納税証明書が必要な場合は、税務課または西部支所（光の森町民
センター内）で発行できますので、自動車検査証（車検証）を持参してください。

▲
納税証明書（継続検査用）�
▲

ナンバープレートの交付�

　次の「軽自動車税対象車両」を取得したときは各申告場所でナンバープレートを交付する手続きを行ってください。
持ち主や車両の定置場を変更したときは届け出てください。

▲

軽自動車税対象車両�


